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厚生労働省「マイナンバー法等の一部改正法案」に基づき、
現在お持ちの保険証は2025年12月1日で使用が終了します。

【2025年12月2日以降の医療機関受診について】
✓ マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証のみで受診可。
✓ 医療機関がマイナンバーカード未対応の場合は、

「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示。
✓ マイナンバーカードに保険証を紐づけていない場合は、「資格確認書」にて受診。

※資格確認書：はがきサイズより小さな「紙」で発行（紛失の場合は再発行費用あり）

✓ マイナンバーカードを持っていない方は、「資格確認書」にて受診。

《健康保険被保険者証の利用終了》

2025年12月2日以降 使用不可 2025年12月2日以降も使用可

【保険証】 【マイナ保険証】

【資格確認書】
マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」で医療機関を受診
していただきます。 ※ 健康保険組合から11月頃に資格確認書を職権にて交付。

（被保険者からの申請は不要）
※ 資格確認書の様式は、はがきサイズより小さな「紙」。



• 「マイナ保険証」 ※1で受診

• 「資格確認書」 ※2にて受診
• マイナンバーカード取得申請

• 「資格確認書」※2にて受診

• 「マイナ保険証」 ※1 と「資格情報
のお知らせ」※3 にて受診

• マイナンバーカードを持参し医
療機関で登録、紐づけ

マイナ保険証を作成するには

2025年12月2日以降の医療機関受診方法
マイナンバーカードの所有

マイナンバーカードに保険証を登録している（マイナ保険証※1）

• マイナンバーカード（マイナ保険
証※1 ）に医療機関が対応

未所有 所有

未対応 紐づけ済

未対応 対応済

※2【資格確認書とは】
資格確認書とは、マイナンバーカード（マイナ保険証）を所
持していない人へ交付するもの。

※３【資格情報のお知らせとは】
KOSMO.Webで通知する加入者資格情報を記載したもの。

• マイナンバーカード（マイナ保険
証※1 ）に医療機関が対応

未対応 対応済

※1【マイナ保険証とは】
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証を紐づけたも
ので、マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として
利用することができる形にしたもの。（現在の保険証と同様の機
能を有す）
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